
                                                  厚生労働省が「サービス残業」防止の通達 

        発 行 伊豆の国市商工会 

        発行人 会長  加藤 寛治 

                                      商工会活性化委員会 山本 正治 

                                発行日  平成 20 年 1月 1日 

          年 頭 挨 拶 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                        

ＮＯ.９ 

「元気・活気・やる気」をモットーに‥‥  

                   伊豆の国市商工会会長 加藤寛治  
謹んで新春をお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼 

申し上げます。 
昨年設立しました伊豆の国市商工会は、基本コンセプト「地域に密着し 

デイリーライフをサポートする商工会」 「地域・会員と連携し地域の総合 
力を強化する商工会」を掲げ、スケールメリットを活かした組織力で、伊豆 
の国市の活性化に寄与できる地域総合経済団体を目指しています。 
地域経済は地方分権の権限移譲により自助努力となり、地域経済の中枢に 

ある商工会は中小零細企業を対象とした経営支援を重点に、他行政との連携、 
地域との関わりにより、総合力をいかに発揮できるかが課題となっています。 
商工会地域に於ける商工業者は中小零細企業が殆んどで地域間格差、大企 

業との規模的格差により厳しい経営環境に置かれ、地域の皆様にいかに 
ご愛顧戴くかがキーワードとなり、地域密着の事業展開が求めらています。 
地域の活性化には、商工業者が地域経済の担い手としての自負と前向きな 

事業展開が大切で、私は日頃より「元気・活気・やる気」をモットーとして 
「から元気」も元気の内と元気であることが商売の源と思っています。 
 伊豆の国市商工会は地域コーディネート機能を発揮し、定住促進や交流人口 
拡大に繋げる活動に取り組み、地域と協働で伊豆の国市の活性化に向けた活気 
ある商工会を目指します。 
 今後とも皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げるともに、本年も皆様 
のご健康とご多幸を祈念いたしまして年頭の挨拶といたします。 
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残業代が払われないということは労働基準法違反 

 いま労働相談で、不当に辞めさせられた、有給休暇がとれない、残業をしても手

当てが支払われない、といった働くルール（労働基準法）があるにも係わらず、そ

のルールが守られていないことに対するものが圧倒的に多い。どこの社会でもルー

ルを守るのが「キホンのキ」であり、スポーツの世界でもレッドカードが示され即

退場やオリンピックでもドーピングをすればメダルは剥奪されるのに、労働の分野

ではルール破りが「競争力強化」に使われている。 

 社会経済生産性本部が 1999 年 5 月に発表した「労働時間短縮の雇用効果に関す

る調査」によれば、企業が残業（所定外労働時間）をなくした場合には約１７０万

人、サービス残業をゼロにした場合では約９０万人の雇用創出効果があると推計し

ている。いいかえれば、サービス残業というルール破りによって 90 万人の雇用が

奪われていることを示している。 

 このような現状のなかで、連合はサービス残業をなくす取り組みをすすめてき

た。国会審議や旧中央労働基準審議会(現：労働政策審議会労働条件分科会)におい

て「サービス残業」の防止策について、厚生労働省より指導徹底の通達を発すると

の答弁を引き出してきた。今回の通達は、これらをふまえて発された。 

 この通達(「基発第３３９号／平成１３年４月６日」)は、サービス残業防止のた

めの使用者による労働者の始業・終業時刻把握の徹底をねらいとして、「労働時間

の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」に関する基準を示すもので、主な内

容は次のとおりである。  

使用者は、労働者の労働日ごとの始業・就業時刻を確認し、記録する。 就業・

始業時間の記録は、使用者の現認、あるいはタイムカード、ＩＣカードなどの客観

的記録で行う。 自己申告によって把握せざるをえない場合は、使用者は、労働時

間を正しく記録し、必要に応じて実態調査を行うなど、実態との乖離がないかチェ

ックを行う。また、事業所の時間外労働時間上限の設定が、労働者の適正な労働時

間申告を阻害していないか確認する。労働時間の記録に関する書類は、労働基準法

第１０９条に基づき、３年間保存する。通達では、新しい「基準」を周知するとと

もに、「基準」の遵守状況の点検確認、および自己申告制の不適正な運用による適

正把握のない事業場への監督指導を行うとしている。さらに、労働基準法３７条(割

増賃金の支払)の重大悪質な違反事例には、「司法処分も含め厳正に対処する」とし

ている。もし、あなたの職場で残業（時間外労働）しても手当てが払われない、実

態がある場合には、お近くの労働基準監督署または、お近くの商工会に相談してみ

て下さい。     三島労働基準監督署     ℡ 055-986-9100 

伊豆の国市商工会(本  所)  055-949-3090 

           (伊豆長岡支所) 055-948-5333 

            (大仁支所)  0558-76-3060 

事

業

者

の

方

 

商

工

会

に

加

入

し

ま

せ

ん

か 




